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振り込め詐欺にご注意ください。
給付金の支給に当たり、口座の暗証番号をお尋ねしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

葛
飾
区
消
費
生
活
対
策
審

議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

　

区
の
消
費
生
活
施
策
に
関
す

る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見

を
伺
い
ま
す
。

【
対
象
】　

区
内
在
住
で
平
日
昼

間
２
時
間
の
会
議
に
出
席
で
き

る
方　
３
人

【
任
期
】　

２
年
間

【
会
議
開
催
数
】　

年
３
回
程
度

【
報
酬
】　
１
回
当
た
り　
７
千
円

【
申
込
方
法
】　

所
定
の
用
紙
を

６
月
20
日
㈮（
必
着
）ま
で
に
持

参
か
郵
送
。

【
選
考
方
法
】　

面
接

【
申
込
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】　

〒
124-

0012
立
石
５

–
27
–
１
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

申
込
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

☎（
５
６
９
８
）２
３
１
６

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

家
族
介
護
慰
労
金

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
せ
ず
に
家
族
が
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
そ
の
家
族
の
方
へ

慰
労
金
10
万
円（
年
１
回
）を
支

給
し
ま
す
。

【
対
象
】　

要
介
護
４
ま
た
は
５

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
を
介

護
し
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る

方▽
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
こ
と(

介
護
し
て
い
る

方
が
別
世
帯
で
あ
る
場
合
を
含

む)

▽
要
介
護
認
定
後
１
年
間
、
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
な
い
こ
と
（
７
日
以
内
の
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
は
除
く
。

３
カ
月
以
上
の
入
院
は
、
そ
の

期
間
を
除
き
前
後
の
期
間
が
通

算
で
１
年
以
上
あ
る
こ
と
）

　

申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】　

介
護
保
険
課

　

☎（
５
６
５
４
）８
２
４
６

東
京
都
介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験

受
験
要
項
を
配
布
し
ま
す

　

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
）
に
な
る
た
め
の
試

験
で
す
。
受
験
に
は
実
務
経
験

な
ど
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

受
験
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
試
験
日
】　

10
月
26
日
㈰

【
受
験
要
項
配
布
・
申
込
期
間
】

６
月
16
日
㈪
〜
７
月
23
日
㈬

【
受
験
要
項
配
布
場
所
】

介
護
保
険
課
（
区
役
所
２
階

２
０
１
番
）・
区
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
区
役
所
３
階
３
０
４

番
）・
福
祉
事
務
所
東
庁
舎（
金

町
１
–
６
–
24
）・
都
庁
本
庁

舎（
新
宿
区
西
新
宿
２–
８
–
１
）

　

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、

封
筒
に
「
26
年
度
受
験
要
項
希

望
」
と
書
い
て
、
返
信
用
封
筒

（
角
２
封
筒
に
４
０
０
円
分
の

切
手
貼
付
・
宛
先
記
入
）
を
同

封
し
、
東
京
都
福
祉
保
健
財
団

へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

【
請
求
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
162
–
8799
新
宿
区
北
山
伏
町
１

–
５
牛
込
郵
便
局
留　
　
　

（
公
財
）東
京
都
福
祉
保
健
財
団

人
材
養
成
部
介
護
人
材
養
成

室
・
ケ
ア
マ
ネ
担
当

☎（
５
２
０
６
）８
７
３
５

【
担
当
課
】　

介
護
保
険
課

☎（
５
６
５
４
）８
２
４
６

子
ど
も
区
議
会
議
員
を

募
集
し
ま
す

　

区
に
対
す
る
要
望
や
提
案
な

ど
を
、
区
議
会
本
会
議
場
や
委

員
会
で
発
表
す
る
議
員
体
験
を

し
ま
せ
ん
か
。
実
際
の
区
議
会

の
よ
う
に
、
区
長
・
教
育
長
を

は
じ
め
担
当
の
部
長
が
、
皆
さ

ん
の
意
見
に
答
え
ま
す
。
同
時

に
、
議
会
の
仕
組
み
な
ど
も
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

参
加
者
全
員
に
記
念
品
を
差

し
上
げ
ま
す
。

【
日
時
】

12
月
25
日
㈭
午
後
１
〜
５
時

事
前
学
習
会
／
８
月
26
日
㈫

【
会
場
】

区
議
会
本
会
議
場
・
委
員
会
室

【
対
象
】

区
内
在
住
の
小
学
５
年
生
〜
中

学
３
年
生　

10
人
程
度

【
申
込
方
法
】　

ハ
ガ
キ
に
「
子

ど
も
区
議
会
」・住
所・氏
名（
フ

リ
ガ
ナ
）・電
話
番
号・学
校
名・

学
年
・
保
護
者
氏
名
を
書
い
て
、

６
月
25
日
㈬（
必
着
）ま
で（
多

数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124
–
8555
葛
飾
区
役
所
広
報
課

☎（
５
６
５
４
）８
１
１
４

【
日
程
】　
６
月
９
日
㈪
〜
25
日
㈬

　

傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】　

区
議
会
事
務
局　

☎（
５
６
５
４
）８
５
０
６

平
成
26
年
第
２
回
区
議
会
定
例
会

　　

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
　４月からの消費税率８％への引き上げに合わせて、低所得の方や
子育て世帯の家計負担を考慮し、給付金を１回に限り支給します。
ただし、両方の給付金の受給要件を満たす場合でも、受給できるのは
臨時福祉給付金のみです。
　支給対象に該当すると思われる方あてに、７月中に申請書などを
送付する予定です。

はい

対象者診断表対象者診断表
基準日は平成26年1月1日です。

生活保護を受けて
いますか

スタートスタート

26年度分の
住民税は課税され
ていますか

平成26年 1月 1日に
葛飾区に住民登録が
ありましたか

25年の所得は
児童手当所得制限
限度額未満ですか

対象では
ありません

26年度分の住民税が
課税されている方に
扶養されていますか

いいえ

いいえ

臨時福祉
給付金

対象では
ありません

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

はい

いいえ はい

老齢基礎年金・児童
扶養手当などを受給
していますか

子育て世帯
臨時特例給付金

臨時福祉給付金
の加算支給

　この診断表はあくまで一般的な場合を想定しています。加算対象となる手当や
児童手当の所得制限限度額などは給付金コールセンターへお問い合わせください。

平成26年 1 月 1 日の
住所地にお問い合わ
せください

いいえ

はい

26年１月分の児童手当・
特例給付を受給してい
ますか

いいえ

【支給対象者】
基準日（平成26年１月１日）に、葛
飾区に住民登録があり、次のいず
れの要件も満たす方

▽平成26年１月分の児童手当・特
例給付を受給

▽平成25年の所得が児童手当の所
得制限限度額未満
【対象児童】
支給対象者の平成26年１月分の児童
手当・特例給付の対象となる児童
　臨時福祉給付金の対象者や生活
保護を受給している場合は対象に
なりません。
【支給額】
対象児童１人当たり10,000円
【担当課】
子育て支援課

【支給対象者】
基準日（平成26年１月１日）に、葛
飾区に住民登録があり、平成26年
度の住民税（特別区民税均等割）が
非課税の方
　平成26年度の住民税が課税され
る方に扶養されている場合や生活
保護を受給している場合は対象に
なりません。
【支給額】
１人当たり10,000円
　支給対象者で老齢基礎年金、児
童扶養手当などを受給している方
は5,000円を加算
【担当課】　
臨時福祉給付金室

公務員の方へ
　子育て世帯臨時特例給付金の支給対象に該当すると思われる場合でも、
児童手当の受給者が確認できないため、申請書の送付はありません。申請
方法など詳しくは給付金コールセンターにお問い合わせください。

フリーダイヤルにかからない電話機の場合☎３２９９－３９３２
午前8時30分～午後５時（水曜日は午後７時30分まで）

給付金コールセンター ６月２日(月)開設

☎0120-627200（フリーダイヤル）

両給付金に関する問い合わせ


